
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
二
十
三
年
政
令
第
三
百
六
号

バ
タ
ー
等
に
対
し
て
課
す
る
輸
入
数
量
が
輸
入
基

準
数
量
を
超
え
た
場
合
の
特
別
緊
急
関
税
に
関
す

る
規
定
の
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
適
用
の
停

止
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第

三
十
六
号
）
第
七
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。

関
税
暫
定
措
置
法
別
表
第
一
の
六
第
一
一
項
に
掲
げ

る
物
品
で
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
同
法
第
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
停
止

す
る
。附

　
則

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
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